
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１２月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第１４２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年７月３１日（土） １５時１２分ごろ 

発生場所 愛知県蒲郡市沖（三河湾北東部） 三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯

台から真方位２８６°３３０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４８.３′ 東経１３７°１５.８′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 Ａ 水上オートバイ ラーク、０.１トン 

 船舶番号、船舶所有者等    ２４３－３６０３６三重、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ 真一
しんいち

・三号
さんごう

、０.１トン 

   ２５０－５０３１８大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型船舶操縦士 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ 負傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部上面外板擦過傷 

Ｂ 船底に擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船及びＢ船は、それぞれ船長１人が乗船し、中部ジェットスポーツ連

盟主催の水上オートバイの競技会に参加し、平成２２年７月３１日１５時

１０分ごろ同時にスタートした。 

Ａ船は、Ｂ船に先行する態勢となった際にバランスを崩し、スピンしな

がら右舷方向に向きを変え、Ｂ船の進路上に進出した状況となり、１５時

１２分ごろＡ船の船首上面外板と航走波で浮き上がったＢ船とが衝突し

た。 

船長Ａは、衝撃で海上に投げ出され、うつ伏せになって浮いていたとこ

ろ、近くで警戒していた救助艇に救助され、待機していた医師により救命

処置がとられ、病院に搬送された。 

船長Ａは、肩部を打撲し、海水吸引による肺炎にかかった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好     

海気：波高 約４０～５０㎝、潮汐 上げ潮の初期 

その他の事項 船長Ａ及び船長Ｂとも救命胴衣を着用していた。 

Ａ あり Ｂ あり 分析 乗組員等の関与 

Ａ なし Ｂ なし 船体・機関等の関与 

Ａ なし Ｂ なし 気象・海象の関与 

Ａ船及びＢ船は、三河湾北東部において水上オ

ートバイの競技中、先行するＡ船が、バランスを

崩してＢ船の進路上に進出し、両船が衝突したも

のと考えられる。 

判明した事項の解析 

 



 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が三河湾北東部において水上オートバイの競技

中、先行していたＡ船がバランスを崩してＢ船の進路上に進出したため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 

 




